
昭
和
四
十
一
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
二
号

管
理
栄
養
士
学
校
指
定
規
則

栄
養
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
四
条
の
二
、
第
四
条
の
三
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理
栄
養
士
学
校
指
定
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
こ
の
省
令
の
趣
旨
）

第
一
条
　
栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
三
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
「
指
定
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
学
校
（
同
号
に
規
定
す
る
学
校
を
い
う
。
第
二
条
第
二
項

を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
関
し
て
は
、
栄
養
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
定
の
基
準
）

第
二
条
　
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
教
育
の
内
容
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
別
表
第
一
専
門
基
礎
分
野
の
項
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を
担
当
す
る
教
員
（
助
手
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
三
人
以
上
が
専
任
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
人
以
上
は
人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
疾
病
の

成
り
立
ち
を
担
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
基
礎
栄
養
学
又
は
応
用
栄
養
学
の
い
ず
れ
か
の
教
育
内
容
並
び
に
栄
養
教
育
論
、
臨
床
栄
養
学
、
公
衆
栄
養
学
及
び
給
食
経
営
管
理
論
の
各
教
育
内
容
を
担
当
す
る
教
員
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
が
専
任
で
あ
る
こ

と
。

四
　
専
任
の
助
手
の
数
は
、
五
人
以
上
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
三
人
以
上
は
別
表
第
一
専
門
分
野
の
項
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を
担
当
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
管
理
栄
養
士
で
あ
る
こ
と
。

五
　
人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
疾
病
の
成
り
立
ち
を
担
当
す
る
専
任
の
教
員
の
う
ち
一
人
以
上
は
、
医
師
で
あ
る
こ
と
。

六
　
栄
養
教
育
論
、
臨
床
栄
養
学
、
公
衆
栄
養
学
及
び
給
食
経
営
管
理
論
を
担
当
す
る
専
任
の
教
員
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
は
、
管
理
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

七
　
教
育
上
必
要
な
専
用
の
講
義
室
、
実
験
室
及
び
実
習
室
並
び
に
栄
養
教
育
実
習
室
、
臨
床
栄
養
実
習
室
及
び
給
食
経
営
管
理
実
習
室
（
実
習
食
堂
を
備
え
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

八
　
教
育
上
必
要
な
機
械
、
器
具
、
標
本
及
び
模
型
を
有
す
る
こ
と
。

九
　
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
械
、
器
具
、
標
本
及
び
模
型
が
教
育
上
必
要
な
数
以
上
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
　
別
表
第
一
に
掲
げ
る
教
育
内
容
に
関
す
る
五
千
冊
以
上
の
図
書
及
び
二
十
種
以
上
の
学
術
雑
誌
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
一
　
適
当
な
施
設
を
臨
地
実
習
施
設
（
臨
床
栄
養
学
、
公
衆
栄
養
学
及
び
給
食
経
営
管
理
論
の
臨
地
実
習
を
行
う
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
利
用
で
き
る
こ
と
。

２
　
法
第
五
条
の
三
第
四
号
に
規
定
す
る
学
校
の
う
ち
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
以
外
の
も
の
に
係
る
指
定
の
基
準
に
関
し
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
同
号
に
規
定
す
る
学
校
以
外
の
養
成
施
設
に
係
る

指
定
の
基
準
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
申
請
手
続
）

第
三
条
　
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
校
の
設
置
者
は
、
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
々
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
（
以
下
「
主

務
大
臣
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
学
校
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
設
置
者
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

三
　
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度

四
　
学
生
又
は
生
徒
の
定
員
及
び
同
時
に
授
業
を
行
う
学
生
又
は
生
徒
の
数

五
　
修
業
年
限
及
び
教
育
課
程

六
　
教
員
の
氏
名
、
職
名
、
担
当
す
る
教
育
内
容
及
び
専
任
又
は
兼
任
の
別

七
　
校
舎
の
各
室
の
用
途
、
構
造
及
び
面
積

八
　
機
械
、
器
具
、
標
本
、
模
型
及
び
図
書
の
種
類
及
び
数

九
　
臨
地
実
習
施
設
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
寄
附
行
為
又
は
設
置
に
関
す
る
条
例

二
　
教
員
の
履
歴
書

三
　
校
舎
の
配
置
図
及
び
平
面
図

（
内
容
変
更
の
承
認
）

第
四
条
　
令
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
容
変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
校
の
設
置
者
は
、
学
生
若
し
く
は
生
徒
の
定
員
又
は
修
業
年
限
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
の
九
月

三
十
日
ま
で
に
、
同
時
に
授
業
を
行
う
学
生
若
し
く
は
生
徒
の
数
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
若
し
く
は
履
修
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
月
前
ま
で
に
、
変

更
の
内
容
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

第
五
条
　
指
定
を
受
け
た
学
校
の
設
置
者
に
係
る
令
第
十
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
報
告
の
請
求
）

第
六
条
　
主
務
大
臣
は
、
指
定
を
受
け
た
学
校
の
設
置
者
に
対
し
、
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

1



（
権
限
の
委
任
）

第
七
条
　
前
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
厚
生
局
長
が
当
該
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
四
月
一
一
日
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
法
第
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
養
成
施
設
と
し
て
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
に
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
新
た
に
入
学
し
た
学
生
及
び
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
在
学
し
て
い
る
学
生
の
養
成
に
係
る
必
修
科
目
の
単
位
数

及
び
履
修
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
月
一
〇
日
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
一
年
一
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
三
一
日
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
二
月
一
〇
日
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
栄
養
士
法
及
び
栄
養
改
善
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
七
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

２
　
改
正
法
附
則
第
八
条
に
規
定
す
る
養
成
施
設
で
あ
る
学
校
に
係
る
教
員
の
資
格
並
び
に
備
え
る
べ
き
機
械
、
器
具
及
び
標
本
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
栄
養
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
附
則
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
改
正
後
の
第
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
二
号

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
員
の
資
格
並
び
に
備
え
る
べ
き
機
械
、
器
具
及
び
標
本
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
別
表
第
二
及
び
第
六
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
は
、
改
正
前
の
別
表
第
二
及
び
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
第
四
号
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
適
用
し
な
い
。

一
　
必
修
科
目
の
単
位
数
及
び
履
修
方
法
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

必
修
科
目

単
位
数

履
修
方
法

解
剖
生
理
学

六
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習
四
単
位
以
上
及
び
実
験
又
は
実
習
二
単
位
以
上

運
動
生
理
学

一
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習

病
理
学

二
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習

生
化
学

六
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習
四
単
位
以
上
及
び
実
験
又
は
実
習
二
単
位
以
上

食
品
学

八
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習
六
単
位
以
上
及
び
実
験
又
は
実
習
二
単
位
以
上

食
品
加
工
学

三
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習
二
単
位
以
上
及
び
実
験
又
は
実
習
一
単
位
以
上

栄
養
学

六
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習
五
単
位
以
上
及
び
実
験
又
は
実
習
一
単
位
以
上

栄
養
指
導
論

六
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習
四
単
位
以
上
及
び
実
験
又
は
実
習
二
単
位
以
上

臨
床
栄
養
学

五
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習
三
単
位
以
上
及
び
実
験
又
は
実
習
二
単
位
以
上

公
衆
栄
養
学

五
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習
四
単
位
以
上
及
び
実
験
又
は
実
習
一
単
位
以
上

給
食
管
理

四
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習
二
単
位
以
上
及
び
実
験
又
は
実
習
二
単
位
以
上

食
品
衛
生
学

三
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習
二
単
位
以
上
及
び
実
験
又
は
実
習
一
単
位
以
上

公
衆
衛
生
学

四
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習

健
康
管
理
概
論

一
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習

調
理
学

五
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習
二
単
位
以
上
及
び
実
験
又
は
実
習
三
単
位
以
上

食
料
経
済

二
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習

食
生
活
論

一
単
位
以
上

講
義
又
は
演
習

二
　
食
品
学
又
は
食
品
加
工
学
の
い
ず
れ
か
の
科
目
、
栄
養
学
又
は
臨
床
栄
養
学
の
い
ず
れ
か
の
科
目
、
食
品
衛
生
学
又
は
公
衆
衛
生
学
の
い
ず
れ
か
の
科
目
、
栄
養
指
導
論
及
び
調
理
学
の
各
科
目
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人

以
上
の
教
員
（
助
手
を
除
く
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
専
任
で
あ
る
こ
と
。

三
　
解
剖
生
理
学
、
生
化
学
、
食
品
学
、
食
品
加
工
学
、
栄
養
学
、
栄
養
指
導
論
、
臨
床
栄
養
学
、
公
衆
栄
養
学
、
給
食
管
理
又
は
調
理
学
に
係
る
専
任
の
助
手
の
数
が
四
人
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
三
人
以
上
が
食
品
学
、

食
品
加
工
学
、
栄
養
学
、
栄
養
指
導
論
、
臨
床
栄
養
学
、
給
食
管
理
又
は
調
理
学
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
栄
養
指
導
論
又
は
給
食
管
理
を
担
当
す
る
専
任
の
教
員
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
一
人
は
、
管
理
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
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五
　
次
の
施
設
を
備
え
た
校
舎
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
講
義
室

ロ
　
演
習
室

ハ
　
生
理
学
実
験
室

ニ
　
理
化
学
実
験
室

ホ
　
食
品
加
工
実
習
室

ヘ
　
調
理
実
習
室

ト
　
集
団
給
食
実
習
室

チ
　
更
衣
室

六
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
械
、
器
具
及
び
標
本
が
教
育
上
必
要
な
数
以
上
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

演
習
室

電
子
計
算
機
、
カ
メ
ラ
、
幻
灯
機
、
映
写
機
及
び
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー

生
理
学
実
験
室

生
理
学
実
験
用
具
、
微
生
物
実
験
用
具
、
解
剖
用
具
、
人
体
計
測
器
、
ガ
ス
代
謝
測
定
装
置
、
滅
菌
装
置
、
恒
温
器
、
顕
微
鏡
、
電
気
冷
蔵
庫
、
人
体
模
型
、
組
織
標
本
、
実
験
台
及
び
流
し

理
化
学
実
験
室

理
化
学
実
験
用
具
、
電
気
乾
燥
機
、
電
気
恒
温
槽
、
純
水
又
は
蒸
留
水
採
取
器
、
電
気
炉
、
光
電
光
度
計
、
蛍
光
光
度
計
、
化
学
天
び
ん
、
天
び
ん
台
、
窒
素
定
量
装
置
、
脂
肪
定
量
装
置
、
電
気
冷
蔵
庫
、

遠
心
分
離
機
、
ロ
ー
タ
リ
ー
ポ
ン
プ
、
ド
ラ
フ
ト
装
置
、
実
験
台
、
流
し
、
薬
品
戸
棚
及
び
器
具
戸
棚

食
品
加
工
実
習
室

食
品
加
工
実
習
用
具
、
食
用
微
生
物
実
習
用
具
、
減
圧
乾
燥
機
、
遠
心
分
離
機
、
電
気
冷
蔵
庫
、
実
習
台
及
び
流
し

調
理
実
習
室

調
理
実
習
用
具
、
電
気
冷
蔵
庫
、
ち
ゆ
う
房
レ
ン
ジ
、
離
乳
期
食
模
型
、
保
健
食
模
型
、
調
理
台
、
流
し
、
食
器
戸
棚
、
硬
度
計
、
粘
度
計
及
び
熱
電
対

集
団
給
食
実
習
室

給
食
実
習
用
具
、
運
搬
用
具
、
総
合
調
理
機
、
炊
飯
器
、
煮
炊
器
、
焼
物
器
、
揚
物
器
、
食
器
洗
浄
機
、
食
器
消
毒
機
、
ミ
キ
サ
ー
、
電
気
冷
蔵
庫
、
ち
ゆ
う
房
レ
ン
ジ
、
調
理
台
、
流
し
、
食
器
戸
棚
及

び
材
料
庫

更
衣
室

ロ
ツ
カ
ー

七
　
必
修
科
目
に
関
す
る
三
千
冊
以
上
の
図
書
及
び
十
種
以
上
の
学
術
雑
誌
が
備
え
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
二
千
冊
以
上
の
図
書
及
び
五
種
以
上
の
学
術
雑
誌
が
、
解
剖
生
理
学
、
運
動
生
理
学
、
生
化
学
、
食
品
学
、
食
品
加
工

学
、
栄
養
学
、
栄
養
指
導
論
、
臨
床
栄
養
学
、
公
衆
栄
養
学
、
給
食
管
理
、
食
品
衛
生
学
、
公
衆
衛
生
学
、
調
理
学
、
食
料
経
済
及
び
食
生
活
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
の
学
校
以
外
の
学
校
に
つ
い
て
は
、
本
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
五
条
の
四
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
以
外
の
養
成
施
設
に
係
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
二
月
二
七
日
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
〇
月
八
日
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
一
日
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
栄
養
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
又
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
承
認
の
申
請
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
管
理
栄
養
士
学
校
指
定
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
八
日
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
五
日
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
栄
養
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
。
次
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
養
成
施
設
に
入
所
し
て
い
る
学
生
又
は
生
徒
に
係
る
教
育

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
養
成
施
設
に
係
る
教
員
の
資
格
並
び
に
備
え
る
べ
き
機
械
、
器
具
、
標
本
及
び
模
型
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
三
日
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
四
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
三
〇
日
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
第
一
号
関
係
）

教
育
内
容

単
位
数

　

講
義
又
は
演
習

実
験
又
は
実
習

　

　

　

　

　

専
門
基
礎
分
野

社
会
・
環
境
と
健
康

六

　

一
〇

　

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
疾
病
の
成
り
立
ち

一
四

　

　

　

食
べ
物
と
健
康

八

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

専
門
分
野

基
礎
栄
養
学

二

　

八

　

応
用
栄
養
学

六

　

　

　

栄
養
教
育
論

六

　

　

　

臨
床
栄
養
学

八

　

　

　

公
衆
栄
養
学

四

　

　

　

給
食
経
営
管
理
論

四

　

　

　

総
合
演
習

二

　

　

　

臨
地
実
習

　

　

四

備
考
一
　
単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
　
臨
地
実
習
以
外
の
専
門
分
野
の
教
育
内
容
の
実
験
又
は
実
習
は
、
教
育
内
容
ご
と
に
一
単
位
以
上
行
う
。

三
　
臨
地
実
習
の
単
位
数
に
は
、
給
食
の
運
営
に
係
る
校
外
実
習
の
一
単
位
を
含
む
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
二
条
第
九
号
関
係
）

栄
養
教
育
実
習
室

視
聴
覚
機
器
及
び
栄
養
教
育
用
食
品
模
型

臨
床
栄
養
実
習
室

計
測
用
器
具
、
検
査
用
器
具
、
健
康
増
進
関
連
機
器
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の
測
定
機
器
、
要
介
護
者
等
に
対
す
る
食
事
介
助
等
の
機
器
及
び
器
具
、
経
腸
栄
養
用
具
一
式
、
経
静
脈
栄
養
用
具
一
式
、
ベ
ッ

ド
、
栄
養
評
価
及
び
情
報
処
理
の
た
め
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
標
本
並
び
に
模
型

給
食
経
営
管
理
実
習
室

食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
総
合
的
に
講
じ
ら
れ
た
給
食
の
実
習
を
行
う
た
め
の
施
設
及
び
設
備
、
品
質
管
理
測
定
機
器
、
作
業
管
理
測
定
機
器
並
び
に
冷
温
配
膳
設
備
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